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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
予備成型品から合成樹脂容器を製造するための容器製造装置であって、ブロー成形機と適
切な搬送装置を備えている容器製造装置おいて、
　ブロー成形機に接してあるいはブロー成形機上には、少なくとも一つの照射光発光器が
取り付けられており、および／または照射光発光器がブロー成形機の少なくとも一部の領
域に、および／または容器製造装置を取囲んでいるハウジングの内側表面の少なくとも一
部の領域に向けられていること、
　ブロー成形機が回転式ブロー成形機であり、照射光発光器が回転式ブロー成形機に配置
された回転部材の少なくとも一つの上で、あるいは回転部材の少なくとも一つに接して回
転部材と一緒に回動するように取付けられていること、および
　少なくとも一つの照射光発光器が、ブロー成形品を担持しているかあるいは供給してい
る回転式コンベアおよび星形ホイール上に取付けられており、この照射光発光器が規定ど
おりの運転でこの回転式コンベアおよび星形ホイールと一緒に回動していることを特徴と
する容器製造装置。
【請求項２】
少なくとも一つの照射光発光器が電子照射装置あるいはＵＶ照射装置であり、ＵＶ照射装
置が波長可変のＵＶ照射装置であることを特徴とする請求項１に記載の容器製造装置。
【請求項３】
複数の同じもしくは異なる照射光発光器が設けられていることを特徴とする請求項１また
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は２に記載の容器製造装置。
【請求項４】
電子線を誘導するために、容器製造装置の表面の少なくとも一部が静電的に帯電可能に形
成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の容器製造装置。
【請求項５】
電子および／または電子線を引付けるために、容器製造装置の表面の少なくとも一部が静
電的に正に帯電可能に形成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記
載の容器製造装置。
【請求項６】
容器製造装置の上手に滅菌ユニットが設けられており、この滅菌ユニット内において予備
成型品がブロー成形機の上手で照射光発光器を使用して滅菌されることを特徴とする請求
項１～５のいずれか一つに記載の容器製造装置。
【請求項７】
予備成型品のための滅菌ユニットが、予備成型品の開口部内に挿入可能である照射光発光
器を備えていることを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の容器製造装置。
【請求項８】
共通な空間が形成されるように、滅菌ユニットが容器製造装置と直接接続しており、滅菌
ユニットと容器製造装置の間には予備成型品のための加熱ユニットが設けられていること
を特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の容器製造装置。
【請求項９】
容器処理装置の下手には充填ユニットが設けられており、充填ユニットが容器製造装置と
直接接続しており、予備成型品のための滅菌ユニット、容器製造装置および充填ユニット
が実質的に共通な空間を形成していることを特徴とする請求項８記載の容器製造装置。
【請求項１０】
容器処理装置の下手に充填ユニットが設けられており、その際充填ユニットが容器製造装
置と直接接続しており、これらが共通の空間を形成していることを特徴とする請求項１～
７のいずれか一つに記載の容器製造装置。
【請求項１１】
予備成型品から製造される合成樹脂容器が瓶、樽およびその他のＰＥＴ製容器であること
を特徴とする請求項１記載の容器製造装置。
【請求項１２】
予備成型品から合成樹脂容器を製造するための方法において、
　容器製造装置の表面の少なくとも一部および／または容器製造装置を取囲んでいるハウ
ジングの内側表面の少なくとも一部を滅菌しおよび／または恒久的に滅菌を維持するため
に、請求項１～１１のいずれかひとつに記載の容器製造装置を使用することを特徴とする
製造方法。
【請求項１３】
請求項８～１０のいずれか一つに記載の容器製造装置を使用し、共通の空間を滅菌空間と
して運転することを特徴とする請求項１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
充填ユニットと容器製造装置の間、および容器製造装置と滅菌ユニットの間の移行領域内
において、または充填ユニットと容器製造装置の間の移行領域内において、または容器製
造装置と予備成型品のための滅菌ユニットの間の移行領域内において、一つあるいは複数
の別の滅菌工程が行われることを特徴とする請求項１３記載の製造方法。
【請求項１５】
容器製造装置の一部と容器の一部を湿式方法で滅菌し、その際、その上側端部が予備成型
品および／または容器の開口部よりも深く、かつ下へ向かって底部まで延びている領域を
湿式方法により滅菌することを特徴とする請求項１２～１４のいずれか一つに記載の製造
方法。
【請求項１６】
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予備成型品から製造される合成樹脂容器が、瓶、樽およびその他のＰＥＴ製容器であるこ
とを特徴とする請求項１２記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブロー成形機と適切な搬送装置を備えている、予備成型品から合成樹脂容器
、特に瓶、小さい樽、およびその他のＰＥＴ製容器を製造するための容器製造装置に関す
る。ブロー成形機に接してあるいはブロー成形機上には、少なくとも一つの照射光発光器
が取り付けられており、および／または照射光発光器がブロー成形機の少なくとも一部の
領域に向けられている。さらに、本発明はブロー成形機に関する対応する滅菌方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術では、延伸ブロー成形機により予備成型品から例えば瓶を形成する容器製造装
置が知られている。特許文献１、２あるいは３にはこのような容器製造装置が記載されて
いる。
【０００３】
　容器および瓶を製造ならびに満たす際の常に高い清潔性あるいは滅菌性の条件を達する
という必要条件が増している。例えばイオン化した空気の流れを内部に案内することによ
って、予備成型品を可能な粘着により洗浄するのが一般的である。特許文献４、５あるい
は６にはこのような装置と方法が記載されている。さらに、特許文献７あるいは８からは
、真空下でプラズマを点火することにより瓶に被膜を被せ、かつ同時に滅菌する装置およ
び方法が知られている。そのたの方法および装置も知られている。充填ユニットに関して
は湿式滅菌方法と乾式滅菌方法が知られている。
【０００４】
　この様な公知の従来技術では、処理工程がブロー成形機の前後でしか行われないという
短所がある。なぜならブロー成形機がそれ自体滅菌状態では運転できないからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００５０１５５６５号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２００４０６１２３０号明細書
【特許文献３】独国実用新案登録第２９５０８８６４号明細書
【特許文献４】独国特許第１０１４０９０６号明細書
【特許文献５】欧州特許出願公開第０８９５８１６号明細書
【特許文献６】独国特許出願公開第１９９０９４８８号明細書
【特許文献７】国際特許出願公開第０１／３１６８０号明細書
【特許文献８】独国特許出願公開第１０２３６６８３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って本発明の課題は、滅菌した全方法を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題は、本発明によれば請求項１による容器製造装置の特徴と、請求項１３による
方法の特徴によって解決される。有利な構造は従属請求項に挙げてある。
【０００８】
　予備成型品から成樹脂容器、特に瓶、小さい樽、およびその他のＰＥＴ製容器を製造す
るための容器製造装置は、ブロー成形機と適切な搬送装置を備えており、この場合近傍領
域内において、すなわちブロー成形機に接してあるいはブロー成形機上には、少なくとも
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一つの照射光発光器が取り付けられており、および／または照射光発光器がブロー成形機
あるいはハウジング外周部の少なくとも一部の領域に向けられている。照射光発光器は電
子照射装置あるいはＵＶ照射装置であるのが理想的である。ＵＶ照射装置として、波長可
変のＵＶランプが特に適している。照射機能に応じて、複数の同じかあるいは異なった照
射光発光器を使用することが可能である。従って、容器製造装置の表面の少なくとも一部
および／または容器製造装置を取囲んでいる空間を滅菌し、および／または恒久的に滅菌
状態を維持することが可能である。
【０００９】
　有利な実施形態は、回転式ブロー成形機の場合に、照射光発光器を少なくとも一つの回
転されるべき部材上かあるいは部材に接して取付けることにあり、従って照射光発光器は
ブロー成形機の回転と協働して回動する。このようにして、照射光発光器の数を減らすこ
とができ、かつ空間内の照度分布を高めることができる。その際、少なくとも一つの照射
光発光器が、ブロー成形品を担持あるいは供給する回転式コンベア、もしくは星形ホイー
ル上に取り付けられていてもよく、前記照射光発光器は行われる運転状態ではこの回転式
コンベアあるいは星形ホイールと共に回転する。
【００１０】
　その他の改善点は、規定どおりの運転において電子ビームを誘導するために、容器製造
装置の表面の少なくとも一部を静電気的に帯電可能に形成することにある。その際、理想
的には、電子および／または電子ビームを電位差により引付けるために、容器製造装置、
特にブロー成形機の表面の一部は、静電的に正に帯電可能に形成されている。このように
して、例えば間違って進入可能な表面は同様に電子ビームを受けることができる。
【００１１】
　容器製造装置の他の構造では、容器製造装置の上手に滅菌ユニットが設けられており、
この滅菌ユニットでは、予備成型品がブロー成形機の上手において電子ビームを使用して
滅菌される。この目的で滅菌ユニットは一つあるいはそれより多くの照射光発光器、特に
電子照射装置を備えており、この電子照射装置はよび成形体の開口部内に挿入可能である
。
【００１２】
　容器製造装置と滅菌ユニットは互いに直接接続しているのが好ましく、従って共通な閉
鎖空間を形成している。さらに容器処理装置の下手には、容器製造装置と直接かつ密閉す
るように接続している充填ユニットが設けられており、従ってこの実施形態では、予備成
型品のための滅菌ユニット、容器製造装置および充填ユニットが、ブロックされた構造で
実質的に共通な空間を形成している。似たようにして、容器処理装置の下手には、予備成
型品のための滅菌ユニットが設けられていることなく充填ユニットが配置されており、そ
の際充填ユニットは容器製造装置と直接接続しており、かつ共通な空間を形成している。
【００１３】
　さらに本発明により、合成樹脂容器のための製造方法は予備成型品を含んでおり、容器
製造装置は前記の変形に組込まれる。合成樹脂容器としては特にＰＥＴあるいは他の適当
な合成樹脂製の瓶、小さい樽（小樽）およびそれ以外の容器が対象となる。
【００１４】
　この場合、容器製造装置は予備成型品のための滅菌ユニットおよび／または充填ユニッ
トと共に共通の滅菌空間として運転されるのが理想的である。この方法の改善点は、充填
ユニット、容器製造装置および／または予備成型品のための滅菌ユニットの間の移行領域
には、一つあるいは複数のロック部分および／または別の滅菌工程が行われる。特別な実
施変形は、容器製造装置の一部および／または容器を湿式方法で滅菌することにある。そ
の上側端部が予備成型品および／または容器の開口部よりも深く、かつ下へ向かって底部
まで延びている領域が湿式方法により滅菌されるのが理想的である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】容器製造装置を上から見た図である。
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【図２】予備成型品のための滅菌ユニット、容器製造装置および充填ユニットを上から見
た図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００１６】
　一点鎖線で囲まれた容器製造装置１は、回転式コンベア２と、供給星形体３と走出星形
体４とを備えている。加熱装置、ブロー成形などのような他の詳細部は公知であり、図１
には示していない。予備成型品５と成形された瓶７は、優先的に懸架状態で搬送され、そ
のため、これは公知の方法でグリッパあるいは止め具により頸部で保持される（ネックハ
ンドリング）。予備成型品５は搬送路６を経由して供給星形体３に導入され、かつこの供
給星形体から回転式コンベア２に引き渡される。回転式コンベア２では、空洞部１６がそ
の周囲に設けられており、この空洞部は一目瞭然であるためほんの一部だけしか示してお
らず、かつ空洞部内では挿入－抜去作業／ブロー成形作業が行われる。供給星形体３と向
かい合わせに、開放した空洞部１７を示してあり、同じように完全にブロー成形された瓶
を引き取る走出星形体４と向かい合わせに開放した空洞部１７を示してある。
【００１７】
　回転式ブロー成形機でのブロー成形作業が行われた後、完全にブロー成形された瓶７は
、
走出星形体４により引き取られ、容器製造装置から搬送路８を経由して導出される。容器
製造装置１内には、複数の照射光発光器が設けられている。静止した照射光発光器９は容
器製造装置１の縁部に設けられており、かつ内部の方向に照射する。個々の照射光発光器
は、天井と底部を含めたハウジング外周部を形成する壁へ照準を合わせているように整向
されている。照射方向は点線で示してある。
【００１８】
　供給星形体３上でそして走出星形体４上で、ならびに中央の回転式コンベア２上では、
各々複数の照射光発光器１０が設けられており、これらの照射光発光器は星形体もしくは
回転式コンベアと一緒に回転している。このようにして、集中的かつ幾重にも重なって散
乱した照射が行われる。
【００１９】
　提示した実施例には、電子照射装置だけが設けられており、この場合、例えば波長可変
のＵＶランプとの組合せが有効である。一点鎖線でぐるりと囲んだ場所１８は空洞部１７
の内部滅菌に使用されている。この際、電子照射装置は特に回転式コンベア２に対してす
ぐそばに配置されており、空洞部１７の内部での滅菌効果を改善するために、ある特定の
距離は回転式コンベア２、好ましくは開放した空洞部１７に従う。
【００２０】
　図２は、予備成型品５のための滅菌ユニット１１と充填ユニット１２を備えた、共通の
ハウジング内の、図１に示してあり、かつ先に記載した容器製造装置１を示す。このよう
にして挙げた閉塞した構造には、極めてスペースに無駄が無く、同時にコストが安いとい
う大きな長所がある。なぜなら、中間洗浄と統一された搬送工程が不要であるからである
。文字は、何か反対の指示がない限り、図１と同じ意味を有する。
【００２１】
　詳細には示していない、予備成型品５のための加熱兼供給ユニット１３を介して、予備
成型品は滅菌ユニット１１内に達し、そこで処理星形体１４により引取られる。処理星形
体１４の周囲には、滅菌装置１５が設けられている。予備成型品５を滅菌するために、そ
の周囲および／または先端に少なくとも１つの照射光発光器が設けられている滅菌プロー
ブが予備成型品内に挿入される。この目的のためには１５～３０ｋＪ／ｋｇの放射線密度
が必要である。
【００２２】
　図示した実施例において、滅菌ユニット１１の領域内には、滅菌装置１５の下手におい
て、処理星形体１４から容器製造装置１の供給星形体３への引渡し領域に対して両側に、
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静止した照射光発光器９が配置されている。容器製造装置１には、同じブロックの別のユ
ニットとして充填ユニット１２が接続している。ここには同様に静止した照射光発光器９
と回転している照射光発光器１０が設けられている。
【００２３】
　本発明による容器製造装置１と方法が好例として記載されており、その際同じ原理によ
る様々な変形が可能である。特に予備成型品が滅菌ユニットに冷たい状態で供給される場
合、滅菌ユニットと容器製造装置の間には予備成型品のための予備加熱ユニットが設けら
れていてもよい。

【図１】 【図２】
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